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霞が関では福祉・医療行政に係る 

大改革が進展している  

◎2015年問題 自治体がパニックになる◎  

 社会および地域の変容に対して、厚労省では急激な
制度改革が行われており、その主体は市町村とされて
いる。ところが、その全容や趣旨を理解する、あるいは
理解できる市町村は極めて少ないといわれており、そ
の実施が迫られる2015年には、大パニックになるので
は・・と云われている。 



◎介護保険改革 

–  新地域支援事業の展開 

–  地域医療ビジョン（都道府県） 

–  国保保険者機能の広域化 

–  地域ケア会議 地域包括支援センターレベル 市町村レベル 

◎生活困窮者自立支援 

–  相談支援事業（必須 4分の3） 

–  就労準備支援事業・ 一時生活支援事業 

–  学習支援事業・家計相談支援事業 

◎子ども子育て支援 

–  地域版子ども子育て会議 

–  子ども子育て支援事業計画策定 

–  地域型保育給付 

–  地域子ども子育て支援事業 
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参考 
（厚生労働省老健局資料2014.2より） 

 



地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要 

 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療
提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。 

 

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係） 

 ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、 

  消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置  

 ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定  

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係） 
 ①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、そ

れをもとに地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定  

 ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け  
 
３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係） 

 ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域
支援事業に移行し、多様化  ※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業 

 ②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化  

 ③低所得者の保険料軽減を拡充  

 ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、月額上限あり） 

 ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加  
 
４．その他  

 ①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 

 ②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ 

 ③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置 

  ④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期） 

   

 公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。 

 概 要 

 趣 旨 

 施行期日（予定） 



地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革 

改革の目的： 今回の医療・介護の改革は、プログラム法の規定に基づき、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを地域にお
いて総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実現し、患者の早期の社会復帰を進め、住

み慣れた地域での継続的な生活を可能とすること  

 
 
      ■医療及び介護サービスの整合的な計画の策定と、医療・介護を対象とした新たな財政支援制度 

 ・都道府県が策定する医療計画と介護保険事業計画を、一体的・強い整合性を持った形で策定（両者を包括する基本的な方針） 
        ・消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（各都道府県に基金を設置）を法定化（医療・介護とも対象） 

■地域での効率的・質の高い医療の確保 
 ○病床の機能分化・連携 

・ 各医療機関が医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）を 
  都道府県に報告 
・ 都道府県は、報告制度等を活用し、各医療機能の必要量等を含む 
 地域の医療提供体制の将来のあるべき姿(地域医療構想（ビジョン）)を策定   
・ 地域医療構想（ビジョン）は、医療機関の自主的な取組と医療機関相互の 
 協議により推進することを基本。なお、医療機関相互の協議の合意  
 に従わない医療機関が現れた場合等には必要な対処措置を講ずる 

 ○有床診療所等の役割の位置づけ 
・ 病床機能報告制度及び地域医療構想（ビジョン）の導入を踏まえ、国、 
 地方公共団体、病院、国民（患者）と併せ、有床診療所の役割・責務に   
 ついて、医療法に位置づける。 

 ○在宅医療の推進、介護との連携 

  ■地域包括ケアシステムの構築 
   ○地域支援事業の充実 
   ①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進 

   ③地域ケア会議の推進 ④生活支援サービスの充実・強化 

     *前回改正による24時間対応の定期巡回サービスをはじめ、介護サービ 

      スの充実・普及を推進 

   ○全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が

取り組む地域支援事業に移行し、多様化 

   ○特別養護老人ホームの「新規」入所者を、原則、要介護３

以上に重点化 *要介護1・2でも一定の場合には入所可能 

■持続可能な介護保険制度
の構築 （費用負担の公平化） 

○低所得者の保険料の軽減割合を
拡大 

 *給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を
投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡大 

○一定以上の所得のある利用者の
自己負担を引上げ 

○低所得の施設利用者の食費・居住
費を補填する「補足給付」の要件に
資産などを追加 

■医療・介護従事者の確保 
○医師確保支援を行う地域医療支援セン
ターの機能の位置づけ 

○看護師等免許保持者に対して、ナースセン
ターへの届出制度を創設 

○医療機関の勤務環境改善 
 *指針の策定、都道府県で取組を支援する仕組み 

○臨床修練制度の高度な医療技術を有する
外国医師への拡充 

○歯科技工士国家試験の全国統一化 

○介護従事者の確保 
  *上記基金による対応、27年度介護報酬改定

で検討 

効率的かつ質の高い医療提供体制の構築 地域包括ケアシステムの構築 

サービス 
の充実 

基金 

○介護従事者の確保 

  *上記基金による対応、27年度介護報酬改

定で検討 

 
■地域での効率的・質の高い医療の確保  

○医療事故にかかる調査の仕組みの位置づけ 
○医療法人制度に係る見直し 

・持ち分なし医療法人への移行促進策を創設（移行計画の策定等） 
・医療法人社団と医療法人財団の合併を可能とする。 

○臨床研究中核病院の位置づけ 

■チーム医療の推進 
○診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行 
 う看護師の研修制度を新設 
○診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲又は  
 業務実施体制の見直し 

サービス充実の 
基盤制度の整備 

計画 



【特別養護老人ホーム・ 
老人保健施設】 

【在宅介護サービス】 

【急性期病院】 

【高度急性期 
病院】 

【回復期病院】 

・医師・看護師を多く配置 

・質の高い医療と手厚い
看護により、早期に「急性
期後の病院」や「リハビリ
病院」に転院可能 

・いつでも必要な場合に往診してくれ
る医師が近くにいて、必要な訪問看
護サービスを受けることができる。 

在宅 
医療 

・サービス付き高齢者向け住
宅や有料老人ホームなど高
齢者が安心して暮らせる多
様な住まい 

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等 

【生活支援・介護予防】 

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体による見守り、
配食、買い物支援等の生活支援サービスが充実 

・社会参加が推進され地域での介護予防活動が充
実 

・２４時間対応の訪問介護・
看護サービス、小規模多機
能型居宅介護等により、高
齢者の在宅生活を支援 

入院医
療 

介護 

「地域包括ケアシステムの整備」 
医療、介護、住まい、予防、生活支援サー
ビスが身近な地域で包括的に確保される
体制を構築 

連携強化 

・病院の退院調整スタッフが連携
先の身近な病院を紹介 
・自分で転院先を探す必要がない 

【慢性期病院】 

・身近なところで集中的なリ
ハビリを受けることができる。 

・早期の在宅復
帰、社会復帰が
可能 

発症 
住まい 

（患者さん・家族） 

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極的に
展開 

医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から） 

外来 
医療 

歯科 
医療 

薬局 

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員その他の専門職（※）の積極的な関
与のもと、患者・利用者の視点に立って、サービス提供体制を構築する。 

有床 
診療所 

  ※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救

急救命士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、社会
福祉士、介護福祉士等 



いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 
                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入
所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一
体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。 



 
○地域資源の発掘 
 
○地域リーダー発掘 
 
○住民互助の発掘 
 

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス（概念図） 

 地域の課題の把握と 

社会資源の発掘 

地域の関係者によ
る対応策の検討 

対応策の 

決定・実行 

地域ケア会議の実施 
 

地域包括支援センター等で個
別事例の検討を通じ地域の
ニーズや社会資源を把握 
  

 ※ 地域包括支援センター 
  では総合相談も実施。 
    

日常生活圏域ニーズ調査等 
 

介護保険事業計画の策定のため
日常生活圏域ニーズ調査を実施
し、地域の実態を把握 

医療・介護情報の 
「見える化」 
（随時） 

 
他市町村との比較検討 

ＰＤＣＡサイクル 

量
的
・質
的
分
析 

■都道府県との連携   
 （医療・居住等） 
■関連計画との調整 
 ・医療計画 
 ・居住安定確保計画 
 ・市町村の関連計画 等 

■住民参画 
 ・住民会議 
 ・セミナー 
 ・パブリックコメント等 

■関連施策との調整 
 ・障害、児童、難病施策等 
  の調整 

事
業
化
・施
策
化
協
議 

  

■介護サービス 
 ・地域ニーズに応じた在宅 
  サービスや施設のバラン 
  スのとれた基盤整備 
 ・将来の高齢化や利用者数 
  見通しに基づく必要量 
 

■医療・介護連携 
 ・地域包括支援センターの 
  体制整備（在宅医療・介 
  護の連携） 
 ・医療関係団体等との連携 

 
■住まい 
 ・サービス付き高齢者向け 
  住宅等の整備 
 ・住宅施策と連携した居住 
  確保 

 
■生活支援／介護予防 
 ・自助（民間活力）、互助 
  （ボランティア）等によ 
  る実施 
 ・社会参加の促進による介 
  護予防 
 ・地域の実情に応じた事業 
  実施 

■人材育成［都道府県が主体］ 

 ・専門職の資質向上 
 ・介護職の処遇改善  
 

■地域課題の共有 
 ・保健、医療、福祉、地 
  域の関係者等の協働に 
  よる個別支援の充実 
 ・地域の共通課題や好取 
  組の共有 
■年間事業計画への反映 

具
体
策
の
検
討 

社会資源 

課 題 
介護保険事業計画の策定

等 

地域ケア会議 等 

 
□高齢者のニーズ 
 
□住民・地域の課題 
 
□社会資源の課題 
 ・介護 
 ・医療 
 ・住まい 
 ・予防 
 ・生活支援 
 
□支援者の課題 
 ・専門職の数、資質 
 ・連携、ﾈｯﾄﾜｰｸ 



第5期計画 
  2012  

～2014 

2025 

第９期計画 

 2024 
 ～2026 

第８期計画 

 2021 
 ～2023 

2015 

第７期計画 

 2018 
 ～2020 

第６期計画 

 2015 
 ～2017 

＜2025年までの見通し＞ 

団塊世代が65歳
に 

団塊世代が75歳
に 

○ 第６期計画以後の計画は、2025年に向け、第５期で開始した地域包括ケア実現のための方向性
を承継しつつ、在宅医療介護連携等の取組を本格化していくもの。 

○ ２０２５年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して記載することとし、中
長期的な視野に立った施策の展開を図る。 

第５期計画では、高齢者が地域で安心して暮らせる 地域包括ケアシステムを構築するために必要と
なる、①認知症支援策の充実 、②医療との連携、③高齢者の居住に係る施策との連携、④生活支援サー
ビスの充実といった重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて選択して位置づけるなど、段階的に計画
の記載内容を充実強化させていく取組をスタート 

２０２５年を見据えた介護保険事業計画の策定 

（参考） 



地域包括ケアシステム 2012.4 start・・・ 
日常生活圏域でのネットワークの構築 

地域密着型サービス 

中学校区程度 

（人口2万人程度・高齢化率25％） 

重度要介護者 250人程度 

軽度用介護者 250人程度 

調整：地域包括支援センター 

日常生活圏域 

小学校区（人口1万人程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者住宅 

認知症 

デイ 

小規模多機能 

拠点 

認知症 

GH 小規模 

特養H 

高齢者住宅 

夜間対応型訪問 

各種訪問 

SV拠点 

各種訪問 

SV拠点 

小学校区（人口1万人程度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者住宅 

認知症 

デイ 

小規模多機能 

拠点 

認知症 

GH 小規模 

特養H 

高齢者住宅 

各種訪問 

SV拠点 

各種訪問 

SV拠点 

母体施設 

（社会福祉法人） 

特別養護老人ホーム 

または 

（医療法人） 

老人保健施設 

 

：一般家庭 

夜間対応型訪問 

SV:サービス 
GH：グループホーム 
H:ホーム 

 

脱・施設 

互助 
社会関係資本
の活用 

「 



半径5ｋｍ 
高齢者の介護から看取りまで 

半径3～5ｋｍの日常生活圏でのリスクマネージメント 

地域包括支援センター（≒特別養護老人ホーム）が核 



地域包括ケアシステムの概念図 
 地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・医療・介護・予防・生活支援）をより詳しく、また

これらの要素が互いに連携しながら有機的な関係を担っていることを図示したものです。 

 地域における生活の基盤となる「住まい」「生活支援」をそれぞれ、植木鉢、土と捉え、専門的なサ
ービスである「医療」「介護」「予防」を植物と捉えています。 

  植木鉢・土のないところに植物を植えても育たないのと同様に、地域包括ケアシステムでは、高齢

者のプライバシーと尊厳が十分に守られた「住まい」が提供され、その住まいにおいて安定した日
常生活を送るための「生活支援・福祉サービス」があることが基本的な要素となります。そのような
養分を含んだ土があればこそ初めて、専門職による「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健
・予防」が効果的な役目を果たすものと考えられます。 

 

出典：平成２５年３月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」 



「施設ケア」から「地域ケア」へ 

施設ケア 

ケア集積・建物型 

Aging in Building 

Care in Building 

規模の経済 

 

虚弱者 

居住施設 

 

 

要介護者
居住施設 

生活支援 介護 医療 

富裕ビジネス（民間CCRC) 

施設ビジネス（社福・医療法人） 
貧困ビジネス（民間たまゆら型） 

地域ケア 

ケアネットワーク・面型 

Aging in Place 

Care in Community 

範囲の経済（距離の経済） 

都市経営ビジネス（日本：？？？） 
Ｃｆ． 欧州：市町村（コミューン） 
   米国：ゲイティッド・コミュニティ（→自治体） 

 

権利擁護（オンブズマン制度）（未整備） 

生活支援（未整備） 

介護 

20世紀          21世紀 

＜集合居住の規模＞ 

30戸以上 30戸未満 

30室以上 30室以上 



地域善隣事業 
～よき隣人どうしが力を出し合い、 
楽しく住み続けられる地域づくり～ 

平成26年３月5日 地域善隣事業シンポジウムより（抜粋） 

低所得・低資産高齢者の住まいと生活支援に関する調査検討委員会作業部会 

15 



空き家の状
況 

地縁組織の活
動状況 

・・・ 

・・・ 

 
 
 
 
 

合意形成 

地域独自の新しい可能性と未来!! 

地域のさまざまな「変数」の把握 と 課題の分析 

行政 

地域住民 担い手 

家主等 
介護事業所 

医療機関 

「低所得・低資産高者の住まいと生活支援に関する
調査検討委員会作業部会」による図を一部改変 

エリアマネージメント 

地域を耕すことの可能性 



「地域」の普通の住宅を活用した「グループ居住」の可能性 

生活保護費 
13万円/月 
・家賃5.3万円 

・生活費7.7万円 

× 生活支援困難 

家賃5.3万円 

1K 16㎡ 

生活保護費 
13万円×3＝39万円/月 

・家賃10万円 

・生活費（3人分）20万円 

 家賃10万円 

3DK 60㎡ 

生活支援費9万円/月 

半径２～3Kｍ（自転車10分程度） 

× 

10ユニット 

∥ 

30人 

9万円×10ユニット＝９０万円/月 

月３人の支援員の配置が可能 

地域経営・地域マネジメント 

訪問介護SV 

訪問看護SV 
訪問医療SV 

配食SV 

パライダム・シフト 



「地域・グループ居住」による「地域経済」の循環創造 

公共：生活保護費 
都の月当り扶助総額 

407億円（2010.11実績） 
内、住宅扶助費83億円 

納税 

生活支援員 
（就労支援対象者） 

家賃10万円 

生活費20万円 

地場のお店 
事業所 
大家さん 

給付 

支払 

（雇用の創出） 

売買 

売買 

未来の納税 

生活保護費の投下が地域の経済循環を創出する！ 

グループ居住の 
高齢者等 

地域 



不動産主体と福祉関係主体が連携し、「住まいの確保」と「住まい方の支援」を一体的に提供。 

不動産関係主体 

（家主、不動産事業者等） 

福祉関係主体 

（住民組織、介護事業所等） 

低所得・低資産高齢者 

住まいの確保 住まい方の支援 

「住まい方の支援」が入る
ことで安心して住まいを
提供 

住まいを確保することで 

サービス提供が可能に
なり、安定した地域生活
を保障 

行政 

下支え・参加 

「地域善隣事業」の提案と基本スキーム 



一人世帯の“共暮らし”住居・居住が必要 

＜資料＞“地域善隣事業の提案” 「低所得・低資産高齢者の住まいと生活支援に関する調査検討委員会 作業部会・高齢者住宅財団 2013.3」より 



○活用可能な賃貸用の空き家（東京都） 

平成20年の都内の空家総数は約75.0万戸。内、
「腐朽・破損なし」の賃貸用の空家は40.7万戸。 

住宅等の既存ストックの活用すれば 
“共暮らし”住居は実現できる 

○都内の活用可能な賃貸用の空家（構造別） 

木造・非木造ともに活用可能な賃貸用空家は特別区内に多くある。 

東京には空家・
空室が溢れて

いる 



既存物件の活用 

戸建住宅の空家 アパートの空家 

老人福祉法上の取扱い 

有料老人ホーム 

非該当の物件 

有料老人ホーム 

該当の物件 

建築基準法・ 

消防法上の取扱い 

※地方公共団体の判断 

で用途を決定 

児童福祉施設等 

（有料老人ホーム） 

「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」 
によるスプリンクラー設置費補助 

（１ ㎡あたり9,000円 など） 

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
該
当
す
る
場

合
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の
設
置
に
対

す
る
支
援
が
受
け
ら
れ
る
。 

既存住宅・建物等を活用する場合に、以下の法規定との関係を整理する必要がある 

 既存ストック活用に係る法規定との関係 

＜資料＞「低所得・低資産高齢者の住まいと生活支援に関する調査検討委員会 作業部会・高齢者住宅財団 2013.3」より 



“共暮らし”住居の実現が難しい理由 
2010年前後 シェア居住時代の到来 2008 

リーマンショック 

2011 

東日本大震災 
2013.5 「脱法ハウス問題」表面化➡「違法貸しルーム」の規制強化へ 

2013.9 国土交通省：一律、用途は“寄宿舎”と判断 

2014.7～8 

国土交通省：一定の
条件を満たした場合
に、防火規定を緩和 

良質な空き家ストック
を活用するための合理
的な法規制が必要 

違法貸しルームのイメージ 

＜資料＞国土交通省 

緩和規定の概要 

＜資料＞国土交通省 



有料老人ホーム 有料老人ホーム以外※１ 

建築基準法上の用途 「児童福祉施設等」 
「共同住宅」 
「寄宿舎」 

該当なし 

(いわゆる「住宅※２」) 

間仕切壁 
・準耐火構造 
・屋根まで到達 

・準耐火構造 
・屋根まで到達 

なし 

非常用照明 ・居室＋避難通路 ・避難通路のみ なし 

床面積※３ なし ・７㎡以上 なし 

避難のための窓
先空地※３ 

なし 
・空地に面する窓 
・バルコニー等 

なし 

消防法上の用途 「有料老人ホーム」 
「共同住宅」 
「寄宿舎」 

該当なし 
（いわゆる「住宅」） 

スプリンクラー 
・275㎡以上で 
  設置義務※４ なし※５ なし 

※４：主として要介護状態にある者を入居させるもの。   ※５：11階以上の階にある場合は設置義務あり。 
※３：地方公共団体の条例による基準（東京都の事例）。 

※１：実際の物件がどの用途に該当するかは、地方公共団体の建築部局の判断によるため、あらかじめ相談が必要。 
※２：戸建住宅を単身利用する場合に「住宅」と判断されることもある。 

建築基準法・消防法の適用関係 

＜資料＞「低所得・低資産高齢者の住まいと生活支援に関する調査検討委員会 作業部会・高齢者住宅財団 2013.3」より 
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高齢者 

○家賃債務保証 

○残存物置の片づけ 

○入居者間・近隣トラブル 

 

保証 提供 

○地域との関係づくり 

・リビングサロンの開設 など 

繋ぐ 

入居後の高齢者のサポート（住まい方支援）を提供 

➡家主の安心を保障し、高齢者等の地域での安定的な居住継続を実現 

家主の安心感 入居者の生活
の安定 

家主サポートを行う事業体（管理会社的機能） 
見守り・生活支援を行う事業体 

（社会福祉法人、ＮＰＯ法人等） 

○見守り支援 

・訪問員による安否確認 

・食事の調達 等 

地域 



状態像 生活
の互
助 

スタッフによる相談・生活支援 

関り
方 

支援内容 外部サー
ビス調整 

１ セルフケ
アができ
る 

•身体・健康面の不安はない 

•精神面の障害があっても社
会関係の支障は少ない 
•セルフケアができる 

生
活
の
互
助
・社
会
的
役
割 

 
 
 
 
•外出支援 
•ちょっとした介助 
•健康管理の支援 
•緊急時対応 
 

•社会関係形成・調整
の支援 
•服薬管理の支援 
•金銭管理の支援 
 
•生活リズムの維持 
 
•生活動作の支援 

 
 
 
 

•通院支
援 
 
 

•介護・医
療サー
ビス等の
導入支
援 
 

•看取り支
援との調
整支援 

２ 身体・健
康面に不
安 

•身体の障害など動作に不
安がある。 

•心疾患など健康面の不安
がある。 

３ 認知機能
等に障害 

•認知機能の低下、社会関
係面・生活管理面での困難
がある。 
 

４ 心身の障
害が複合 

•認知症やガンなど、心身の
障害や生活困難が複合し
ている。 
 

重い 

心身の
障害が
無い 
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定
期
的
な
訪
問 

随
時
対
応 

入居者の状態像に応じた「住まい方の支援」の例 
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随時の対応が必要な入居者 

定期の訪問の対象の入居者 

サポート拠点 

常駐スタッフ 

生活の互助 

定期訪問による
相談・生活支援 

随時対応による
相談・生活支援 

入居者の一人
をスタッフ化 

判断・調整できるスタッフ 

オンコール対応可能 

夜間・休日の連絡窓口 

支援体制のイメージ 

戸建て住宅 個室アパート 

随時対応による
相談・生活支援 



大久保一丁目・二丁目 

 
コレクティブ・タウン化 

プロジェクト 



保育所 

ケアハウス 

ＧＨ  

新宿ＳＰＣ  

大久保コレクティブ・タウン化計画 



家主側の事情：新宿区の空家率   

空家率  12.6％ 

           27,210戸/215,890戸 

賃貸用住宅 15.0％ 

           17,550戸/116,790戸 

この数値から読み取れるもの… 

①1万戸（軒）が、被相続物件や非居住物件として、資産不活用のまま放置されている。 
 
②資産活用として、アパート経営などに投資しても1万7,000戸の空き室が悩み。 

家主のメンタリティ 

 「建て替えしても空室リスクがあるから投資は抑制、家賃を下げて入居者に単身高齢
困窮者が入るとトラブル・孤独死を抱える、それでも空室の方がマシ。 
 どうしたらわからないから、そのまま放置。でも子供や孫には相続したい…」 



調査項目 
 
a.ID番号 
b.建物名称 
c.住宅種別 
d.全体戸数 
e.空き家戸数 
f.構造 
g.階数 
h.EVの有無 
i.屋根形状 
j.管理会社 
 

大久保１丁目、２丁目をブロックごとに分け、全ての建物にID番号を振った。  

大久保１丁目、２丁目のエリア分けマップ 

研究の概要 研究対象の概要 悉皆調査 空き家・空きビルの所在と活用の可能性  ケーススタディ  ／ ／ ／ ／ ／ 結論  

■大久保１丁目、２丁目地域による悉皆調査 
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■空き家・空きビルの所在と活用方法 

大久保１丁目、２丁目地区における悉皆調査に基づく空き家、空きビルの所在と医療関連施設、福祉介護施設の所在  

研究の概要 研究対象の概要 悉皆調査 空き家・空きビルの所在と活用の可能性  ケーススタディ  ／ ／ ／ ／ ／ 結論  
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研究の概要 研究対象の概要 悉皆調査 空き家・空きビルの所在と活用の可能性  ケーススタディ  ／ ／ ／ ／ ／ 結論  

■大久保１丁目および大久保２丁目の地域資源 

 

生活に必要な資源の分布図 

①商店から近い 

②近くにすぐに利用できる医療・福祉介護関連施設がある 

③ふるさとの会の事業所に近い 

④周辺の外部空間(公園等)が充実している 
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悉皆調査の結果から－空家共同住宅 

相談対応→リフォーム→自立層への賃貸（安定収入） 



悉皆調査の結果から－立ち尽くす古家 

権利の清算→建替え→借上げ（安定収入） 



研究の概要 研究対象の概要 悉皆調査 空き家・空きビルの所在と活用の可能性  ケーススタディ  ／ ／ ／ ／ ／ 結論  

(1)空き家の概要 

■戸建て空き家を活用した互助ハウス  

KY邸の現況平面図  空き家KY邸の写真(左が外観、右が内観)  

(2)空き家の空間提案 

空き家を活用した互助ハウスの提案図面 

居室
約6帖

キッチン

リビング
ダイニング
約13帖

居室
約6帖

居室
約9.5帖

収納

収納

WC

居室
約11帖

浴室 脱衣所 玄関WC

居室
約9帖

36 Before After 



(1)空きビルの概要 

■空きビルを活用した地域の拠点 

平田ビルの内観写真 平田ビルの所在地図 

研究の概要 研究対象の概要 悉皆調査 空き家・空きビルの所在と活用の可能性  ケーススタディ  ／ ／ ／ ／ ／ 結論  

工事後の完成写真 ダンボール家具による空間提案 

(2)空間提案 
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不動産事業者＋生活支援主体 
新しいビジネスモデルの可能性 



Ｋ市でのケーススタディ・・地域善隣事業の可能性 



既存住宅の改修イメージ・・アパートメント型 





アパートメント型の例 



アパートメント型の例 



誰もが安心して暮らし続けるまちの実現 



• 「低所得・低資産高齢者の住まいと生活支援のあり方に関す
る調査研究」、高齢者住宅財団、2014.3 
http://www.koujuuzai.or.jp/html/page01_03_01.htm 

 

• 低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業について
http://www.koujuuzai.or.jp/pdf/2014030503.pdf 
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http://www.koujuuzai.or.jp/html/page01_03_01.htm

